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最新・行政の動き 
 
厚労省は、精神障害に関する労災認定請求の大幅増加を受けて、認定基準の見直しに向けた検討

を進めています。認定基準全般を検証し、より迅速・的確に心理的負荷を評価できるようにするの
が狙いです。 

 
厚労省は、見直しに向けて議論している有識者検討会に対し、業務による心理的負荷につながる

具体的出来事を記載した「評価表」の見直し案（たたき台）を提示。現行の評価表において、上司
とのトラブルや、同僚等からの暴行または（ひどい）いじめ・嫌がらせなどを具体的出来事として
示している「対人関係」に関する項目として、カスタマーハラスメントを追加するとしました。 
カスハラに関する具体的な項目として、「顧客や取引先、施設利用者等から（著しい）迷惑行為

を受けた」を盛り込みます。迷惑行為の例には、暴行、脅迫、暴言のほか、著しく不当な要求を挙
げる方針です。 
また、最近の職場環境の変化を踏まえ、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務への従事」

も具体的出来事に追加する考えです。 
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ニュース 
健康経営 中小もＰＤＣＡ追加に 
上位 500社の選出基準 
 
経産省は、健康経営を推進している企業を認

定する「健康経営優良法人認定制度」の評価要
件を見直します。中小企業を対象に特に優良な
上位 500社を認定している「ブライト 500」の
選出基準について、取組みに関する発信状況な
どを問う現行の３項目に加え、新たに「ＰＤＣ
Ａに関する取組み状況」と「経営者・役員の関
与度合い」の２項目を追加します。 
 「ＰＤＣＡ」は、健康経営に持続的に取り組
み、より良い方向に進められるかを測る基準と
して追加しました。前年度の健康経営の実施状
況や、今年度の推進方針を問います。「経営者
の関与」では、経営者自らが取組みに参加して
いるか、方針決定の議論に参加しているかなど
を問うことで、健康経営の推進を促します。 
健康経営優良法人に認定された企業は専用のロ

ゴマーク（下図）を表示できるほか、金融機関に
よる金利引下げ、各地
域の自治体の補助金、
公共調達の加点などが受
けられます。昨年度は、
中小企業１万2255法人
が認定されています。 
 
若手管理職層を応援 女性リーダー 
表彰新設で 大阪商議所 
 
 大阪商工会議所は、企業における女性の役
員・管理職登用や女性リーダー同士のネットワ
ーク構築を推進するため、「活躍する女性リーダ
ー表彰（ブルーローズ
表彰）」を新設しまし
た。前身の大阪サクヤ
ヒメ表彰が主に実績を
評価していたのに対
し、今後の社内外での

活躍の可能性を評価項目に加え、若い女性の応
募を促しています。 
サクヤヒメ表彰は 2016 年度から５年間の期

間限定事業で、計 227 人を表彰しました。表彰
者は女性活躍のロールモデルとして後進育成に
貢献し、自発的に研究会や大阪・関西万博に向
けたイベントを開くなどの成果もあったことか
ら、期間終了後、新表彰を創設しました。 
新表彰の対象は、同商議所会員企業の女性役

員や管理職など。所属する企業からの推薦応募
が基本となります。同商議所は「経営トップだ
けでなく、管理職になりたての女性も表彰する
ことで、自信を持ってもらいたい」としました。
表彰式は来年３月８日の国際女性デーに開く予
定。50人程度の表彰を見込んでいます。 
 

監督指導動向 
自動車運送業の８割超で法令違反 
違法時間外労働が最多に 
 
厚労省は、トラック、バス、タクシーなど自

動車運転者を使用する事業場を対象に令和３年
に行った監督指導の結果を明らかにしました。
調査した 3770 事業場のうち、81.0％に当たる
3054事業場で、違法な時間外労働など労働基準
関係法令違反を確認しました。度重なる指導を
受けても是正しないなど重大・悪質事案として
送検したのは 42件となっています。 
項目ごとに違反率をみると、36 協定の未締結

や協定範囲を超えた時間外労働に従事させると
いった「労働時間」関連が 45.1％で最も高く、
割増賃金の一部または全部を支払わない「割増
賃金の支払い」が 21.2％、客観的に労働時間を
把握しない「時間把握」が 7.5％と続きます。 
一方、改善基準告示の違反割合は 53.3％

（2010事業場）。最長16時間と定めている１日
当たりの拘束時間違反が 39.1％とめだちます。
次いで、１カ月または１週当たりの拘束時間違
反が 29.7％、勤務と次の勤務の間の時間を指す
休息期間違反が 27.5％となりました。 
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調査 
 
「いじめ」相談９％増 民事上の個別労働紛争 
 
 厚労省は、令和３年度の個別労働紛争解決制度の実施状況をまとめました。民事上の個別労働紛争の
相談が増加しており、相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が 10年連続でトップになっています 
 法制度の問合せも含め、全国の「総合労働相談コーナー」に寄せられた労働相談は 124万 2579件で、
前年度比 3.7％減少。このうち民事上の個別労働紛争は 28万 4139件で、同 1.9％増加しました 
 都道府県労働局長が行う助言・指導の申出は同 7.1％減の 8484 件、紛争調整委員会のあっせん委員
が仲介するあっせん申請は同 11.6％減の 3760件でした。  

紛争内容では、民事上の紛争の相談、助言・指導申出、あっせん申請のすべてで「いじめ・嫌がらせ」
が最多。いじめ・嫌がらせ関連は、相談が同 8.6％増の８万 6034 件で、相談全体の約４分の１を占め
ました。助言・指導申出は 7.8％減の 1689件、あっせん申請は 7.1％減の 1172件でした。 

 

実務に役立つＱ＆Ａ 
 
第三者行為に該当？ 建設資材が原因で事故 

 
 
 
 
労災保険給付の原因となった業務上または通勤災害が第三者の加害行為等によって発生した

場合を第三者行為災害と称しています（労災法12条の４）。第三者行為災害が成立するために
は、①保険給付の原因となった災害が第三者の行為等によって生じたものであること、②第三

者が受給権者に対し損害賠償責任を負っていることの要件をいずれも満たす必要があると解されています。 
人の加害行為によって災害が発生した場合のみならず、土地の工作物等の設置または保存に瑕疵があ

り、民法の規定に基づきその占有者または所有者が損害賠償責任を負う場合、および動物の加害によっ
て災害が発生した場合でその占有者等が民法の規定に基づき損害賠償責任を負う場合等も含まれます
（第三者行為災害事務取扱手引）。事故の実態によることになりまして、管轄の労働基準監督署で第三
者行為災害の相談をすることをおすすめします。 

通勤途上、工事現場の付近を自転車で通りかかったとき、散乱していた資材に引っか
かって転倒、負傷しました。通勤災害になる場合で、ケガの直接の原因は「物」です
が、これも第三者行為災害でしょうか。 

Q  

A 

民事上の個別労働紛争相談 内容別の件数 
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身近な労働法の解説 ―求人等に関する情報の的確な表示― 
 
職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変わります。 
令和４年10月１日施行の改正職業安定法では、求職者が安心して求職活動

をできる環境の整備を目的として、求人企業に対して、「求人情報」や「自
社に関する情報」の的確な表示が義務付けられます。 
・虚偽の表示・誤解を生じさせる表示はしてはなりません。 
・求人情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。 

 
１．対象となる情報 
広告や連絡手段※を通じて提供される求人情報・求職者情報が幅広く対象となります。 
※対象の広告・連絡手段･･･新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書

面、ファックス、 ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・ア
プリ等、放送（テレビ・ラジオ等）、オンデマンド放送等 

 
２．虚偽の表示の禁止 
「実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する」「『正社員』と謳いながら、実際には

『アルバイト・パート』の求人であった」「実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する」ような場
合は、虚偽の表示に該当する場合があります。 

 
３．誤解を生じさせる表示をしないための注意点 
虚偽の表示ではなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表

示」に該当します。例えば求人票において以下のような点に注意します。 
・「業務内容」の職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称（例：契約社員の募
集を「試用期間中は契約社員」など、正社員の募集であるかのように表示する）を用いてはなりま
せん。 

・「賃金」について、「固定残業代の基礎となる労働時間数等を明示せず基本給に含めて表示する」
「モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示する」などしてはなりません。 

 
４．正確かつ最新の内容に保つ措置 
以下の措置を講じるなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。 
・募集を終了・内容変更したら、速やかに募集に関する情報の提供を終了・内容を変更する。 
 （例：自社の採用ウェブサイト等を速やかに更新する） 
・求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、募集の終了や内容変更を反映する
よう速やかに依頼する。 

・いつの時点の求人情報か明らかにする。（例：募集を開始した時点、内容を変更した時点等） 
・求人メディア等の募集情報等提供事業者から、求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速や
かに対応する。 

 
５．自社に関する情報 
自社に関する情報についても、「上場企業でないにも関わらず、上場企業であると表示する」「実際

の業種と異なる業種を記載する」ような表示をしないようにする必要があります。 


